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第１．工事・作業許可 

１ 工事・作業許可申請の手続きについて 

 （１）根拠 

港則法第３１条 

 １ 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許

可を受けなければならない。（※八戸港、むつ小川原港が特定港です。） 

 ２ 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ず

ることができる。 

港則法第４５条（抜粋） 

第４５条の規定は、特定港以外の港にこれを準用する。（※尻屋岬港、久慈港、

八木港がこれに当たります。） 

港則法第５２条第２項（抜粋） 

  次の各号のいずれかに該当する者は、３ヶ月以下の懲役又は３０万円以下の罰金

に処する。 

４ 第３１条第１項（第４５条において準用する場合を含む。）の規定に違反した者

（※工事・作業許可申請書の提出をせず、港長の許可を受けないまま、工事又は

作業を行なった場合がこれに当たります）。 

港則法第５６条（抜粋） 

  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又

は人の業務に関して第５２条第２項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。（※罰せられるのは、現場の工

事作業者だけでなく、その代表者も罰せられます。） 

 

 （２）申請者 

申請者は「工事又は作業を行おうとする者」とは、つまり工事又は作業を実際に施

工する責任者です。即ち、当該行為の実施について指揮監督する権限を有する者を指

し、許可に付与された措置命令を確実に履行できる職位と責任のある者でなければな

りません。 

原則的には、工事実施者（発注者）となりますが、請負契約を結んで工事又は作業

の実施を一任する場合には当該請負った者（元受業者）の施工がこれに該当します。 

 

 （３）申請書の様式、提出部数 

申請者は、Ａ４番縦版で作成して１部提出して下さい。（押印不要） 

なお、許可印を押印した書類の一式の返却を希望される場合は、１部追加して提出

してください。（参考：別添１）＜枠は記載しなくてもいいです。＞ 
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表題は、工事の場合は工事許可申請書と、作業の場合は作業許可申請書と記載して

下さい。 

なお、「工事」と「作業」の区別は、「工事」は行為の行なわれた場所において将来

に施設など痕跡を残すもの、「作業」は痕跡を残さないものとして区別しています。防

波堤の築造、補修等については「工事」、浚渫及び洗掘の埋め戻しは「作業」、潜水士

による海底地形の確認は「作業」、潜水作業を伴う防波堤工事は、「工事」として提出

して下さい。 

 

 （４）申請書の提出時期 

   工事等の許可申請は、港長又は海上保安部長による審査、当該海域利用者への周知

期間等を考慮し、原則として着工日の１ヶ月前に提出して下さい。 

この理由は、内容によっては、一般船舶の交通を禁止、制限をするとともに、事前

に水路通報等により関係船舶に周知を図る必要があるためです。 

他の船舶の交通制限が必要となるような特殊な工事、大規模な工事等を行う場合に 

は、計画段階から十分な事前説明をお願いします。 

なお、海難に伴う船底調査作業等の緊急を要するものについては、この限りではあ 

りません。 

 

 （５）許可申請から工事・作業着手までのフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施   工   者 

八戸港長（内容審査） 
内容によっては、 
・船舶交通の制限を検討 

（港長公示） 
・水路通報の掲載を検討 

（
事
前
説
明
） 

①
許
可
申
請 

②
許    

可 

第二管区海上保安本部 

③水路通報掲載依頼 

関係官庁 
海事関係団体 
漁業関係団体 

船舶運航者 
漁業者等 

⑤ＨＰ掲載 
⑦周知 

⑧工事・作業 
着手 

④周知（リーフレット等） 
＊工事等着手の前には、周知

を完了させてください。 

⑥港長公示 
 注意喚起 

⑤水路通報 

ＨＰ：ホームページ 
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 （６）申請書の宛名及び提出方法 

   ① 特定港に係る申請は、管轄する港長、特定港以外の港については、管轄する海

上保安部長へ提出して下さい。 

提出先 申請書記載の宛名 適用される港 

八戸海上保安部 

八戸港長 八戸港 

むつ小川原港長 むつ小川原港 

八戸海上保安部長 尻屋岬港、八木港、久慈港 

   ② 提出方法は、事務取扱窓口に直接提出、郵送提出、電子メール提出です。 

     なお、郵送提出、電子メール提出の場合は、事前に電話連絡をお願いします。 

   ③ 適用される港以外は、許可申請、届出の必要はありません。 

 

 （７）事務取扱窓口 

八戸海上保安部 交通課 

連絡先：〒０３１－０８３１ 

八戸市築港街２－１６ 八戸港湾合同庁舎３階 

電話番号  ０１７８－３２－４６９１ 

ＦＡＸ番号 ０１７８－３２－４６９２ 

アドレス jcg2hachinohekotsu1-6p5g@m it.go.jp 

 

 （８）事務取扱時間等 

受付時間は、次のとおりです。 

   ●平日（月曜日～金曜日） 

午前８時３０分から１２時００分、 

午後１時００分から５時１５分まで 

なお、申請受付の際に、内容確認の聴取時間を要するため、午後４時３０分迄に

窓口にお越し下さい。 

   ●閉庁日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始１２月２９日～１月３日）は取扱いま

せんが、緊急の場合のみ、時間外及び閉庁日でも取扱います。 

 

 （９）審査基準の様式及び標準処理期間 

   行政手続法に基づき、港長及び海上保安部署等は、港則法に規定する各種許可基準

及び標準処理期間を定めており、申請窓口にて閲覧できるようにしておりますので、

許可申請などを行う場合には事前に確認して下さい。 

   工事・作業の許可申請にかかる標準処理期間は、１か月以内となっております。 

 



 ６

 （10）工事・作業許可申請の内容に変更があった場合 

工事・作業の許可を受けた後、許可申請内容と異なる状況が生じた場合には、速や

かに変更の理由等を記載した「工事・作業許可申請書（内容変更）」を提出のうえ、変

更の許可を受けて下さい。 

※  変更の許可を受けずに工事・作業を実施した場合は、Ｐ３の「港則法第３１条」

の規定に違反したことに該当しますので注意してください。 

例 

１ 工種の追加 

２ 工数の増加 

３ 施工方法の変更 

４ 期間の延長 

  ※ 期間の延長に伴う変更許可申請において期間（期限）が迫ってから変更許

可申請されることが散見されますので期間に余裕を持って申請して下さい。 

    なお、期間を過ぎてからの期間延長に伴う変更許可申請は、許可をするこ

とができません。この場合新規の許可申請扱いとなり許可されるまでの間は、

工事・作業を実施することができないことになります。 

   ＊現場責任者又は担当者の氏名、連絡先電話番号等の変更のみの場合は工事（作業）

内容変更届と題記して提出してください。 

また、使用する船舶の又は機械類に変更又は追加がある場合は、使用船舶変更届

又は使用機械変更届と題記して提出してください。 

 

 （11）工事・作業の完了 

工事・作業が完了した時は、速やかに「工事・作業完了届」を窓口、郵送、電子メ

ールにて提出して下さい。 

 

２ 工事・作業許可申請の提出までに十分に検討しておくべきこと 

工事・許可申請書を提出してから不許可になり、又は計画を変更せざるを得ないよう

なことにならないよう、計画立案時から相談して下さい。特に工事区域の設定、警戒船

の配備については、十分に検討願います。 

 

 （１）工事区域の設定 

工事区域を設定する場合は、船舶交通の安全に及ぼす影響等が最小に留まるよう次の

事項等に留意して計画して下さい。 

① 作業船等の配置及びアンカーワイヤーの展張方法・角度・長さは、航行船舶への

影響が最少となるよう考慮して下さい。 

② 船舶交通に対する事故防止のため警戒船の配置、注意喚起、情報提供等の方法に
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ついて対策を検討して下さい。 

③ 工作物設置工事の場合、完成後の工作物への標識設置を検討して下さい。 

④ 夜間に工事作業を実施する場合には、その理由及び照明等の設備に関する事項も

施工計画の内容に含めるとともに、夜間における安全対策及び緊急連絡系統を策定

して下さい。 

⑤ 海域利用者へ工事内容を十分に説明し調整して下さい。 

 

 （２）警戒船の配備 

海上保安庁では、海上において行われる工事・作業に係る警戒船の配備基準を制定

しており、次のいずれかに該当する工事作業には、警戒船を配備して実施して下さい。 

① 告示又は公示による交通制限を伴う工事・作業 

② 港内におけるケーソンの曳航、据付け工事 

③ 潜水作業、爆破作業など危険度の高い工事・作業 

④ 港内における操縦性能制限船等の移動 

⑤ 航路、航路周辺海域等の船舶交通が特に輻輳する海域で行われる工事・作業（航

行船舶の進路を避けることが容易な方法で行われるものを除く）  

⑥ その他の工事・作業のうち港長が必要と認めたもの 

 

３ 工事・作業許可申請書の具体的記載要領 

  工事又は作業許可申請書の記載項目については、港則法施行規則第１６条に「工事又

は作業の目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならな

い。」旨規定されています。 

申請書の作成に当たっては、工事・作業の種類に応じて、「工事許可申請書」又は「作

業許可申請書」と題記し、次の項目を記載して図面等の資料を添付のうえ提出して下さ

い。 

 （１）目的及び種類 

発注者からの工事名称をそのまま記載しないで、実際に行う内容を簡潔に記載して

下さい。 

記載例 

１ 八戸港○○岸壁前面海域を－○ｍに維持するための浚渫工事 

２ 八戸港○○岸壁の損傷状況を調査するための潜水作業 

３ 八戸港○○防波堤の災害復旧にかかる消波据付工事 

４ 八戸港○○波堤の災害復旧に伴うケーソン据付工事 
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 （２）期間及び時間 

契約工期ではなく海上で実際に工事・作業を行う期間及び時間を記載し、予備日の

設定があればその旨記載して下さい。（陸上での準備工等は含まれません。） 

記載例 

平成○○年○月○○日～平成○○年○月○○日 

（予備日 平成○○年○月○○日～平成○○年○月○○日） 

    日出～日没（又は○○時～○○時） 

 

 （３）区域又は場所 

① 地名、地先、区域等の名称を記載もしくは、「別紙のとおり」と記載し、必ず作業

区域、施工区域を記載した図面を添付して下さい。添付図面を作成するうえで、海

図の写しを使用することは差し支えありません。 

② 作業区域、施工区域等を表す場合は、北緯、東経で示す地点又は、海図に表示さ

れている灯台、信号所等の著名物標からの方位、距離を記入して下さい。灯台の名

称は、海上保安庁発行の「灯台表」に記載された名称を使用し、名称が不明の場合

は問合せして下さい。 

③ 施工位置図、工事区域並びに現場付近の関係を示す位置図及び付近の詳細な部分

図は、色分け等を行い分かり易くして下さい。 

記載例 

１ 場所が点の場合 

北緯○○度○○．○分 東経○○○度○○．○分の地点 

又は、 

○○灯台から真方位○○度○○メートルの地点 

 

２ 区域の場合 

   次の各地点を結んだ線により囲まれた海域 

   イ 北緯○○度○○．○分 東経○○○度○○．○分の地点 

   ロ 北緯○○度○○．○分 東経○○○度○○．○分の地点 

   ハ 北緯○○度○○．○分 東経○○○度○○．○分の地点 

   ニ 北緯○○度○○．○分 東経○○○度○○．○分の地点 

   又は、 

   イ ○○灯台から真方位○○度○○メートルの地点 

   ロ イ点から 真方位○○度○○メートルの地点 

   ハ ロ点から 真方位○○度○○メートルの地点 

   ニ ハ点から 真方位○○度○○メートルの地点 
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 （４）方法 

① 「別紙のとおり」と記載し、工事・作業の方法及び手段を、施工順序に従って関

係図面等を用いて、簡潔明瞭に記載した書類等を添付して下さい。 

② 作業船の配置により付近航行船舶の通航幅が著しく狭くなる工事・作業について

は、図面等に作業船の配置、アンカー位置、標識の設置位置、警戒船配置状況を記

載して下さい。 

③ 潜水作業については、潜水方法、潜水者数、潜水時間等を記入して下さい。 

④ 夜間作業を伴う場合は、作業時間、作業内容及び方法等について明確に記載して

下さい。（照明は航路標識と誤認される虞がないものを使用して下さい。） 

⑤ 作業船・土運船等が、作業区域へ頻繁に出入りする場合は、１日当たりの入港隻

数を記載して下さい。 

⑥ ケーソン等の長大物を曳航する場合は、曳航形態、曳航全長、警戒船配置、運航

経路等を記載して下さい。 

⑦ 工事・作業に使用する船舶は、船舶検査証書及び海技免状の写しを添付する,又は 

用途、船名、総トン数（全長、全幅、喫水）、船舶番号等、船舶の有効期限、船長、

海技免状等の有効期限を一覧表にして提出して下さい。 

 なお、一覧表を添付した場合には、表記載船舶の船舶検査証検査等により提出し

た一覧表の記載事項に変更が生じた際には、その都度、変更となった検査証書及び

海技免状等の写しのみを提出して下さい。 

 

 

 

 

記載例 

１ 工事の概要 

○○岸壁（前面水深ＤＬ－○ｍ、延長○ｍ、天端高ＤＬ＋○ｍ）を築造するた

め、浚渫船、杭打船、ガット船等を使用して、下部工、ケーソン工及び上部工を

施工するものです。（工事フローチャート、要領図参照） 

２ 標識の設置 

   小型クレーン船及び測量船により、作業区域を明示する灯浮標○基（塗色黄色、

単閃黄光、毎○秒に１閃光、光達距離○ｋｍ、灯高○ｍ）及び赤旗付き竹竿○本

を設置します。（標識設置位置図、灯浮標緒元表参照） 

３ 深浅測量工 

   現状水深を把握するため、陸上の側点から誘導しながら測量船１隻を○○方向、

間隔○ｍ、速力○ノットで航走させ、音響測深機により深浅測量をします。（測量

作業図参照） 
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４ 浚渫工 

クラブ式浚渫船（○m3）を作業要領図のとおりアンカーで係留して、東側から

西側にＤＬ－○ｍまで掘削（約○m3）し、浚渫土は曳航式底開土運搬船（○m3積）

により○○埋立地に運搬して、埋立用材として投入します。土運船の曳航は全長

○ｍ以下で行い、１日当り○隻運航します。（浚渫作業状況図、運搬経路図参照） 

５ 捨石投入工、均し工 

   ガット船を要領図のとおりアンカーで係留して、捨石（約○m3）を投入します。

その後、潜水士船を配置し、潜水士（フーカー式、○名）により－○ｍに基礎マ

ウンドを構築します。（捨石投入要領図、運搬経路図参照） 

６ ケーソン設置工 

   起重機船（○トン吊り）により○○埋立地で製作したコンクリートケーソン（○

×○×○ｍ）を吊り運搬して、作業図のとおり合計○函を設置します。吊り運搬は

全長○ｍとなるため、前後に警戒船を配置し、約○ノットで曳航し、設置時は潜水

士船を配置して潜水士（フーカー式、○名）が、位置を確認しながら設置します。

（ケーソン設置工作業図、運搬要領図、運搬経路図参照） 

７ 中詰工、蓋コンクリート工 

   ガット船を作業図のとおり係留して、ケーソンの中に土砂（○m3）を投入しま

す。作業時は、海面への脱落を防止するため、シートを図のとおり展張します。 

   コンクリートプラント船を作業図のとおりアンカーで係留し、ケーソン上部工

にコンクリートを投入して蓋をします。（中詰工作業図、蓋コンクリート工作業

図参照） 

８ 被覆石工 

   ガット船によりケーソン前面に被覆石（約○m3）を投入し、その後、潜水士を

配置して潜水士（ヘルメット式、○名）により、－○ｍに被覆石の均しを行いま

す。（被覆石工作業図参照） 

９ 上部工 

   陸上からクレーン車を使用して上部に型枠を設置し、鉄筋工を施し、ミキサー

車でコンクリートを打設します。約○日養生した後、クレーン車で型枠を撤去し

ます。上部工施工中は、海側に作業図のとおり足場を設置し、○ｍ間隔に標識灯

○基（型式○○、塗色黄色、単閃黄光毎○秒に１閃光、光達距離○ｋｍ、水面上

○ｍ）を設置します。足場設置作業では、高潮時に潜水士（スキューバー式、○

名）によりブラケットを取り付けます。（上部工作業図、足場設置図参照） 

10 確認測量工 

測量船１隻を東西方向に１０ｍピッチで航走させ、作業海域の音響測深を行い、

水深－○ｍが確保されていることを確認し、揚錨船１隻により作業区域の灯浮標

を撤去します。（確認測量工作業図参照） 
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記載例（使用船舶一覧表） 

用途 船名 総トン数 船舶番号等 有効期間 所有者 船長 
海技免状 

有効期限 
備考 

         

         

 

 

 （５）その他（事故防止措置等） 

   ① 「別紙のとおり」と記載し、許可を受けようとする工事作業の事故防止措置の

ほか、付近の航行船舶に対する安全対策を記載した書類及びその他関係書類を添

付して下さい。 

   ② 事故防止措置（安全対策）としては、次のような事項を記載して下さい。 

     ●現場責任者、安全管理責任者の氏名、連絡先及び安全管理体制 

     ●港則法及び海上衝突予防法の遵守 

●標識の設置 

●作業船の灯火、形象物及びアンカーワイヤー等の標示 

●警戒船の配備 

●荒天等の工事作業の中止基準 

●緊急時の連絡体制 

●関係先との調整状況及び周知状況 

●作業船の夜間停泊状況及び荒天時の避難場所 

●夜間作業がある場合は、照明の規模及び配置、警戒体制、緊急時の体制 

   ③ 事故防止措置以外の事項として、次の事項についても記載して下さい。 

●海洋汚染防止に関する措置 

●変更時の手続きに関すること 

   ④ 他官庁等が許可・発行する書類等を添付して下さい。 

     ●契約書又は発注証明書等の発注者、工事名、契約工期等の事実が分かる箇所

の写し。 

     ●水域占用許可、公有水面埋立許可、火薬類使用許可、特別採捕許可、水路業

務法第６条の許可証等の写し。 

     ●海域利用者への周知用リーフレット 

＊同意書を添付されている例が見受けられますが、同意書の添付は必要あり 

ません。 
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４ 安全対策の工種別記載例 

 （１）一般的な安全対策 

記載例 

１ 工事・作業においては、港則法、海上衝突予防法の規定事項を遵守するととも

に、作業船には海上衝突予防法に基づく灯火、形象物を掲げます。 

２ 工事・作業に先立ち、関係漁協等水域利用者に対して別添のリーフレットを配

布により工事・作業内容を周知し了解を得ております。（周知先一覧表参照） 

３ 作業区域を明示するため、○○図のとおり灯浮標○基（型式○○、塗色黄色、

単閃黄光毎○秒に１閃光、光達距離○ｋｍ）を設置します。 

４ 作業船のアンカーワイヤー水深○ｍの位置には、アンカーブイ又は灯浮標を設

置し、水深○ｍ以上の通航路を○ｍ以上確保します。 

 （アンカーブイ又は灯浮標は、形状、塗色、灯質等を記載して下さい。） 

５ 工事・作業中は常時警戒船○隻を配備し、作業区域に接近する船舶等に対して

赤旗、拡声器等により注意を喚起します。（専従警戒要員 ○○○○ 業務講習証

明書 八戸第○○号） 

  ※警戒船を配備しない場合は、警戒船に代わる有効な警戒方法を記載して下さい。 

例 作業船（防波堤）上には、専従の警戒員○名を配置し、警戒に当ります。 

５ 作業船と警戒船とは、トランシーバにより常時連絡設定します。 

６ 夜間作業は実施しません。 

７ 作業開始前には設備、用具、船舶等の始業点検を実施します。 

８ 作業船等の乗組員（作業員）には救命胴衣、安全靴、安全帽等保護具を着装さ

せます 

９ 台船、灯浮標、その他工事用資機材等の流出のおそれがあるものには、所有社

名を標示します。また、これらの係留、設置に当たっては、流出しないよう強固

に係止するなど流出防止策を講ずるとともに、保守管理を確実に行ないます。 

   万一流出等があった場合は、付近航行船舶等のその旨の周知を行なうとともに、

全力をあげてその発見回収に努めます。 

10 台風の接近等異常気象が予想される場合は、各作業船を○へ避難させます。 

11 気象海象情報に留意し、気象警報等が発表された場合、津波注意報・津波警報・

大津波警報が発表された場合又は次の基準に達した場合は作業を中止します。ま

た、この基準に達しない場合であっても状況に応じ中止します。 

    作業中止基準 

一般作業の場合         （潜水作業の場合） 

     風速：○ｍ／ｓ以上（平均風速） （風速：○ｍ／s 以上(平均風速） 

     波高：○ｍ以上         （波高：○ｍ以上） 

     視程：○ｋｍ以下        （視程及び水中視程：○ｍ以下） 
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12 工事・作業中、事故その他異常事態が発生した場合は、別添「緊急時連絡系統

図」により、海上保安庁緊急電話 118 番または八戸海上保安部警備救難課（℡ 

0178-33-1221）、その他関係先へ速やかに連絡します。 

13 八戸港内第一工業港を航行する際、及び工事・作業を実施する場合は、八戸信

号所（℡0178-33-3177）へ連絡します。 

14 工事・作業現場には許可書またはその写しを携行し、同書記載の安全対策の各

事項を末端の作業員に至るまで予め教育し、周知徹底します。 

 

 （２）潜水作業時の安全対策 

記載例 

 １ 潜水作業を実施する前に、現場付近の作業員や船舶に対し、潜水作業を実施す

る旨を十分周知します。 

 ２ 潜水作業を行う前に、潜水者の健康状態調査及び潜水器材の点検、整備を実施

します。 

 ３ 潜水作業中は、船上に国際信号旗「Ａ」旗または「Ａ」旗を表す信号板を掲げ

るとともに、見やすい場所に「潜水作業中」と標示した看板を掲げます。 

なお、岸壁から潜水作業を行う場合は、岸壁上に「Ａ」旗を表す信号板を設置

します。 

 ４ 潜水方式は、フーカー式（スキューバ式）により、２名１組で作業を行います。 

 ５ 船上の補助員は、常時○名以上確保します。補助員のうち○名は見張り専従と

し、接近する船舶等があれば、潜水者に対して水中電話等により他の船舶等の接

近を速やかに連絡します。 

 ６ 潜水者と潜水士船以外の作業船が合同で作業を行う場合は、作業開始前に潜水

作業責任者、潜水者と作業船船長等関係者間での十分な打合せを行います。 

 ７ 船底調査等を行う場合は、推進器、船底弁等による事故を防止するため、事前

に当該船舶の責任者（職名、氏名）と十分な打合せを行い、当該船舶責任者と船

舶作業責任者間の連絡手段、方法及び事故防止の措置が講じられていることを確

認したうえで作業を開始します。 

 ８ 岸壁付近で潜水作業を実施については、岸壁管理者の了解を得ております。 

 

 （３）浚渫作業時の安全対策 

記載例 

 １ 浚渫作業に当たり、水域利用関係者に対し周知を行い、了解を得ています。 

 ２ 航路及び岸壁（桟橋）周辺における作業に当たっては、通航路または離着岸（桟）

船の状況を事前に確認し影響がある場合は、浚渫船を移動または退避して通航路、

離着岸（桟）船の安全を確認します。 
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 ３ 浚渫作業中は、周辺海域の環境に配慮し、浚渫船に汚濁防止枠（汚濁防止膜）

を装備し、汚濁拡散防止に努めます。 

 ４ 浚渫作業中は、オイルフェンス、油処理剤、油吸着剤等を準備しておきます。 

 ５ 浚渫船団の待機場所は○○とします。 

 ６ 浚渫土砂から油分が湧出した場合は、直ちに作業を中止し、油防除作業（オイ

ルフェンス展張等）を実施するとともに、海上保安庁緊急電話 118 番または八戸

海上保安部警備救難課（℡0178-33-1221）、その他関係先へ速やかに通報し、その

指示に従います。 

 ７ 浚渫、床掘土砂は、○○地区埋立て用材に流用するため、別添のとおり溶出検

査を実施し、有害物質を含有していないことを確認しています。 

 ８ 海洋投入処分に使用する船舶は、別添のとおり廃棄物搬出船の登録がなされて

いることを確認しています。 

 

 （４）夜間作業時の安全対策 

記載例 

 １ 作業に必要な照度が得られるように照明器具を配置し、安全を確保します。 

 ２ 照明の点灯に際しては、航路標識の視認を妨げず、通航船舶の視覚を眩惑す 

ることのないよう照度・角度等を調整します。 

 ３ 作業船等の船舶には、法律で定められた灯火を表示し、事故防止に努めます。 

 ４ 夜間航行を認められていない船舶は使用しません。 

 

 （５）その他 

記載例 

 １ 工事・作業に伴って発生する廃棄物及び油類が、海上に落下、流出しないよう

にシートを展張して回収し、○○に運搬して陸上で処分します。 

 ２ 工事・作業により発生する残渣、撤去材等（塗装作業におけるケレン（錆）屑、

塗料の類を含む）の海面への落下を防止するため○○等の措置を講じます。 

 ３ ケーソン設置後は、ケーソン上部の両端に標識灯○基（型式○○、塗色黄色、

単閃黄光毎○秒に１閃光、光達距離○ｋｍ、水面上○ｍ）を設置します。 

 ４ 特別採捕は、作業実施までに提出いたします。特別採捕許可書が交付されるま

で実施いたしません。 

 ５ 許可内容を変更する場合は、変更許可申請を行います。 

 ６ 工事が完了した場合は、速やかに完了届を提出します。 

 ７ 港長の指示がある場合は、これに従います。 
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５ 工事・作業許可申請書の添付書類について 

工事・作業許可申請書の提出については、工事・作業許可申請書のほか、施工計画書

や安全対策などの書類を添付しますが、次のような標準的な順番で取りまとめのうえ提

出して下さい。理由は、申請書のつづり方が順不同であると、申請内容の把握が煩雑と

なり、その結果、審査期間が長引く場合があるからです。 

  ① 工事・作業許可申請書 

② 請負契約書、発注証明書等の写し 

●工事作業が契約工期以上に及ぶ場合は変更契約又は発注証明書等の写し 

③ 工程表 

④ 施工位置図 

⑤ 施工計画書 

●施工概要 

●施工フロー図 

●施工方法 

●発注者から提供される図面 

⑥ 安全対策 

●組織図・安全管理体制 

●安全対策 

●関係先との調整状況及び周知状況 

●緊急連絡系統図 

⑦ 使用船舶一覧表又は船舶検査証書及び海技免状の写し 

⑧ 水底土砂計量証明書、磁気探査報告書等の写し 

⑨ 他官庁の許可・届出等の写し等 

●水域占用許可、公有水面埋立許可、火薬類消費許可等の写し 

●海域利用者への周知用リーフレット 

同意書を添付されている例が見受けられますが、同意書の添付は必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １６

第２．行事許可 

１ 行事許可申請の手続きについて 

 （１）根拠 

港則法第３２条 

  特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可

を受けなければならない。（※八戸港、むつ小川原港が特定港です。） 

 

 （２）申請者 

申請者は「行事をしようとする者」とは、つまり行事の実施の責任者です。 

即ち、当該行為の実施について全般の指揮監督する権限を有する者を指し、許可に

付与された措置命令を確実に履行できる職位と責任のある者でなければなりません。 

 

 （３）申請書の様式、提出部数 

   工事・作業の場合と同じです。 

   表題は、行事許可申請書と記載してください。 

   ＜枠は記載しなくてもいいです。＞ 

 （４）申請書の提出時期 

   工事・作業の場合と同じです。 

 

 （５）許可申請から行事実施までのフローチャート 

   工事・作業の場合と同じです。 

 

 （６）申請書の宛名及び提出方法  

   ① 申請は、管轄する港長へ提出して下さい。 

提出先 申請書記載の宛名 適用される港 

八戸海上保安部 

八戸港長 八戸港 

むつ小川原港長 むつ小川原港 

   ② 申請書は、直接事務取扱窓口直接提出して下さい。 

     なお、直接提出できない場合は、八戸海上保安部交通課に連絡の上、提出方法

（郵送・メール・ＦＡＸ）の事前相談をお願いします。 

   【注意事項】 

     特定港以外の適用港には行事許可申請はないことから、海域にブイや標識等の

設置がある場合は、作業許可申請書の提出をお願いします。 
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 （７）事務取扱窓口 

   工事・作業の場合と同じです。 

 

 （８）事務取扱時間等 

   工事・作業の場合と同じです。 

 

 （９）審査基準の様式及び標準処理期間 

   工事・作業の場合と同じです。 

 

 （10）行事許可申請の内容に変更があった場合 

   工事・作業の場合と同じです。 

 

 （11）行事の完了 

   工事・作業の場合と同じです。 

 

２ 行事許可申請書の具体的記載要領 

  行事許可申請書の記載項目については、港則法施行規則第１７条に「行事の種類、目

的、方法、期間及び区域又は場所を具して、これをしなければならない。」旨規定されて

います。 

申請書の作成に当たっては、次の項目を記載して図面等の資料を添付のうえ提出して

下さい。 

 （１）目的及び種類 

行事の目的及び種類を簡潔明瞭に記載してください。 

記載例 

１ 海洋汚染防止思想普及活動のためのパレード 

２ 第○回○○花火大会 

３ 油流出訓練を想定したオイルフェンス展張訓練 

４ 第○回○○杯カッターレース大会 

 

 （２）期間及び時間 

行事の開始及び終了年月及び時間を記載し、予備日の設定があればその旨記載して

下さい。また、行事開始前の準備作業及び終了後の後片付け等により海面を占有する

場合は、その期間も行事の期間として記載して下さい。 

なお、数日の期間にわたる場合は、スケジュール表を添付して下さい。 
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記載例 

平成○○年○月○○日～平成○○年○月○○日 ○○時○○分～○○時○○分 

（予備日：平成○○年○月○○日～平成○○年○月○○日 同時刻） 

 

 （３）区域又は場所 

   工事・作業の場合と同じです。 

 （４）方法 

  ① 「別紙のとおり」と記載し、行事の実施方法及び手段を順序に従って具体的に図

等を用いて記載した書類等を添付して下さい。 

なお、実施要領等がある場合は添付して下さい。 

  ② 参加人数、パレードの場合は船隊の編成状況、参加船艇（船名、トン数等）、旗流

信号及び音響信号等を使用する場合はその旨を記載して下さい。 

 （５）その他（事故防止措置等） 

  ① 「別紙のとおり」と記載し、許可を受けようとする行事の事故防止措置のほか、 

   付近の航行船舶に対する安全対策を記載した書類及びその他関係書類を添付して下

さい。（基本的に工事・作業の場合と同じです。） 

  ② 事故防止措置（安全対策）としては、次のような事項を記載して下さい。 

    ●現場責任者、安全管理責任者の氏名、連絡先及び安全管理体制 

    ●救助船及び警戒船の配備（行事参加者に対する危険防止措置及び他船に対する

警戒措置） 

    ●荒天等の行事の中止基準 

    ●緊急時の連絡体制 

    ●関係先との調整状況及び周知状況 

  ③ 事故防止措置以外の事項として、次の事項についても記載して下さい。 

    ●変更時の手続き、完了届けに関すること 

  ④ 他官庁等が許可・発行する書類を添付して下さい。 

    ●水域占用許可、火薬類消費許可等の写し 

●海域利用者への周知用リーフレット 

同意書を添付されている例が見受けられますが、同意書の添付は必要ありません。 

 

３ 行事許可申請書の添付書類について 

行事許可申請書の提出については、行事許可申請書のほか、実施要領や安全対策など

の書類を添付しますが、工事・作業の場合と同様に標準的な順番で取りまとめのうえ提

出して下さい。理由は、申請書のつづり方が順不同であると、申請内容の把握が煩雑と

なり、その結果、審査期間が長引く場合があるからです。 
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                                    別添１ 

第９号様式 

（ 工 事 ・ 作 業 又 は 行 事 ） 許 可 申 請 書  

 

令和   年   月   日 

 

八戸港長 殿 

 

（特定港以外の港にあっては、管轄の海上保安監部長又は海上保安部長あて） 

 

                申請者所属・氏 名       押印不要 

 

 

 １．目的及び種類 

 

 

 ２．期間及び時間 

 

 

 ３．区域又は場所 

 

（区域を示す図面を添付すること。） 

 

 ４．方 法 

 

   （火薬を使用する場合は、その旨明記すること。） 

 

 ５．そ の 他 

 

   （標識、警戒要領その他船舶に対する事故防止措置について記載すること。） 



 ２０

                                   別添２ 

 

（ 工 事 ・ 作 業 又 は 行 事 ） 許 可 申 請 書  

 

令和   年   月   日 

 

八戸港長 殿 

 

（特定港以外の港にあっては、管轄の海上保安監部長又は海上保安部長あて） 

 

                申請者所属・氏 名       押印不要 

 

 １．目的及び種類 

   内容変更 

許可番号及び許可年月日 

 

 ２．期間及び時間 

   変更前：  年  月  日 ～  年  月  日 

            時  分 ～  時  分 

   変更後：  年  月  日 ～  年  月  日 

 時  分 ～  時  分 

 

 ３．区域又は場所 

 

 ４．方    法 

 

変更の内 容 

 

変更の理 由 

 

 ５． そ の 他 

 

 



 ２１

                                    別添３ 

  

完 了 届  

 

令和   年   月   日 

 

八戸海上保安部交通課 御中 

 

 

                届出者所属・氏 名       押印不要 

 

 １．工事・作業・行事の名称 

 

 

 ２．許可番号及び許可年月日 

 

 

 ３．完了年月 日 

 

 

４．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２２

                                    別添４ 

【作成例】 

工事許可申請書 

 

令和  年  月  日 

 

〇〇港長 殿 

 

申請者 株式会社○○○○ 

                        代表取締役 ○○○○ 

                        現場責任者 ○○○○ 

                        電話 

 

１．目的及び種類 

  ○○○○岸壁の鋼矢板防蝕工事 

発注者：〇〇港管理所（担当者○○○○、TEL      ） 

 

２．期間及び時間 

  令和  年  月  日～令和 年  月  日 

  日出～日没 

 

３．区域又は場所 

  ○○岸壁前面海域 

  ＊別紙作業区域図、作業現場図のとおり 

 

４．方法 

  別紙のとおり 

 

５．その他 

  現場組織図、安全対策、緊急連絡体制図等は別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 



 ２３

                                    別添５ 

【作成例】 

作業許可申請書 

 

令和  年  月  日 

 

八戸港長 殿 

 

申請者 株式会社○○○○ 

                        代表取締役 ○○○○ 

                        現場責任者 ○○○○ 

                        電話 

 

１．目的及び種類 

  ○○○○岸壁に着岸中の貨物船○○丸（総トン数○○○○トン）の船底調査潜水作業 

発注者：○○○○株式会社（担当者○○○○、TEL      ） 

 

２．期間及び時間 

  令和  年  月  日～令和 年  月  日 

  日出～日没 

 

３．区域又は場所 

  ○○岸壁前面海域 

  ＊別添作業区域図、作業現場図のとおり 

 

４．方法 

  潜水士２名１組でスクーバ式潜水による貨物船○○○○丸の船底調査を行う。 

  目視による確認、水中写真撮影、損傷個所の計測 

推進器部にロープや網が絡んでいた場合は除去作業 

  詳細は別紙のとおり 

 

５．その他 

  現場組織図、安全対策、緊急連絡体制図等は別紙のとおり 

 

 

 



 ２４

                                    別添６ 

【作成例】 

行事許可申請書 

 

令和  年  月  日 

 

八戸港長 殿 

 

申請者 株式会社○○○○ 

                        代表取締役 ○○○○ 

                        現場責任者 ○○○○ 

                        電話 

 

１．目的及び種類 

  小型船舶操縦士免許取得のための実技講習 

 

２．期間及び時間 

  令和  年  月  日～令和 年  月  日 

  日出～日没 

 

３．区域又は場所 

  ○○岸壁前面海域 

  ＊別紙区域図、講習現場図のとおり 

 

４．方法 

  別紙のとおり 

 

５．その他 

  現場組織図、安全対策、緊急連絡体制図等は別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 



 ２５

                                    別添７ 

【作成例 内容変更許可申請】 

工事許可申請書 

 

令和  年  月  日 

 

〇〇港長 殿 

 

申請者 株式会社○○○○ 

                        代表取締役 ○○○○ 

                        現場責任者 ○○○○ 

                        電話 

 

１．目的及び種類 

  内容変更 

許可第○○号（許可年月日） 

  ○○○○岸壁の鋼矢板防蝕工事の工期の変更 

 

２．期間及び時間 

  変更前：  年  月  日 ～  年  月  日 

            時  分 ～  時  分 

  変更後：  年  月  日 ～  年  月  日 

 時  分 ～  時  分 

 

３．区域又は場所 

  許可第○○号のとおり 

 

４．方法 

変更の内 容 

 

変更の理 由 

 

５．その他 

  安全対策、使用船舶等は許可第○○号のとおり 


